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１．

２．

３．

４．

５．

６． 　利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく、厚生労働省のガイドラインに則り、

　この目的に沿って、当施設では、以下のような運営方針を定めていますので、ご理解いただ

　（２）介護老人保健施設の目的と運営方針

　当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「安全」に「安心」して過ごし「満足」

　当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他

テーション）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。

に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く居宅での生活に戻ることができ

の支援に努めます。

よう努めます。

下におけるリハビリテーション、看護、介護、その他日常的に必要とされる医療並びに日常

用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又は身元

　サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な

場合以外原則として利用者に対し、身体拘束を行いません。

生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的

事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施する

　当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の

総合的サービスの提供を受けることができるよう努めます。

及び精神的負担の軽減を図り、利用者が１日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケア

当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利

保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村等と綿密な連携を図り、利用者が地域において

引受人の了解を得ることとします。

介護老人保健施設（４２５１４８０００２）

０９５７－７７－２１３０

できるサービス提供に努めます。

介護保険指定番号

　　〔介護老人保健施設 真寿苑 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の運営方針〕

医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで利用者の有する能力

　介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な

入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)や通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリ

迫　龍二

　当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない

Ⅰ　介護老人保健施設 真寿苑 のご案内

いた上でご利用下さい。

０９５７－７７－２１２０（代表）

長崎県雲仙市瑞穂町伊福甲６８１番地

平成４年１０月１９日

介護老人保健施設　真 寿 苑

所在地

重　要　事　項　説　明　書

ＦＡＸ番号

るように支援すること。また、利用者がその居宅での生活を１日でも長く継続できるよう短期

管理者名

＜別紙１＞

１．施設の概要

　（１）施設の名称等

施設名

開設年月日

電話番号



職　　種

・医　　師

・介護職員

・理学療法士

・作業療法士

・言語聴覚士

・管理栄養士

・介護支援専門員

・そ の 他

・定員 ９０名

・療養室

２．サービス内容

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

１人以上 　栄養管理及び嗜好を考慮した献立の作成

１人以上 　施設サービス（ケアプラン）の作成

実情に応じた相当数 　日常の事務処理及び設備管理など

２２人以上 　個々のニーズに沿った個別的介護

１人以上
　入退所に関する相談、日常生活全般に関わる

　相談の受付

　
１人以上

　運動機能のリハビリテーション

　精神心理機能のリハビリテーション

　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや嚥下機能のリハビリテーション

配置人数 業　務　内　容

１人以上 　入所者の医学的管理

９人以上
　医師の指示の下、個々の病状、心身の状態に

　応じた看護

　　朝食　　８時００分～

　引いた数。

　利用者の申し込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し

　入浴（一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は

　利用者が選定する特別な食事の提供

　栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理

　あります。）

　医学的管理・看護

　　※食席の指定はありませんので、ご自由にお座り下さい。

　　※上記の時間の前後より、ご自由にお越し下さい。

　行政手続代行

　週に最低２回ご利用いただけます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合が

　送迎サービス

　リハビリテーション

　　夕食　１７時３０分～

　　昼食　１２時００分～

　理美容サービス

　　※体調不良等により、居室でおとりいただく場合があります。

　相談援助サービス

　介護（退所時の支援も行います。）

　食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。）

　短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案

※短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利用定員

（令和７年　９月　１日現在）　（３）施設の職員体制

　個室（１２室）、２人室（７室）、４人室（１６室）

　（４）入所定員等（短期入所を含む）

・看護職員

・支援相談員



⑬

◎

・名　称

・住　所

◎

・名　称

・住　所

◇

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　請求される場合があります。

　敷地内は全面禁煙のため、喫煙はご遠慮下さい。

　宗教活動は禁止します。

　ペットの持ち込みはご遠慮下さい。

　防災訓練　　　年２回以上実施

　飲酒をご希望の方は必ず医師の許可を受けて下さい。

　設備、備品の利用は共用部分についてはご自由にお使い下さい。ただし、破損などがあった

　場合は、実費相当額をご負担いただきます。

　所持品・備品等の持ち込みは衣類、洗面用具などの日常生活上必要な物のみご持参下さい。

　また、テレビ・ラジオ等の持ち込みもできます。

　高額となる金銭、貴重品の所持はご遠慮下さい。

　防災設備　　　防災監視盤設備、非常通報装置、スプリンクラー、消火器、消火栓

雲仙市愛野町甲３８３８－１

　緊急時の連絡先

　緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

　６時３０分までにお願いします。

　外出、外泊は事前にお申し出いただき、所定の用紙にて必ず許可を受けて下さい。

　面会の際は玄関窓口で面会受付簿にご記入ください。面会時間については午前９時より午後

　協力歯科医療機関

ねぎ歯科医院

雲仙市瑞穂町西郷辛１０４１－１

　※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものも

　ありますので、具体的にご相談下さい。

　その他

３．協力医療機関等

　当施設では下記の医療機関や歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合

等には、速やかに対応していただくようにお願いしております。

　協力医療機関

４．施設利用に当たっての留意事項

　施設利用中の食事は、特段の事情がない限り、施設の提供する食事をお召し上がりいただき

　ます。食費は、保険給付外の利用料と位置づけられていますが同時に施設は利用者の心身の

　状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容

５．非常災害対策

　の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。

　外出、外泊時に気分が悪くなった場合は当苑までご連絡下さい。また、外来受診をする場合

　も必ず、当苑までご連絡下さい。連絡なしで受診された場合、後日診察料が全額自己負担で

医療法人 伴帥会 　愛野記念病院



・

・

為　田　守　久 （連絡先・０９５７－２５－７７２２）（取次）

峯  友　結  花 （連絡先・０９５７－２５－７７２２）（取次）

その他、以下の相談窓口へ直接申し出ていただくこともできます。

　・長崎県運営適正化委員会

　　長崎市茂里町３－２４　　　 （連絡先・０９５－８４２－６４１０）

　・長崎県国民健康保険組合団体連合会

　　長崎市今博多町８－４　　　 （連絡先・０９５－８２６－１５９９）

　・島原地域広域市町村圏組合・介護保険課

　　島原市有明町大三東戊１３２７ （連絡先・０９５７－６１－９１０１）

　　島原市役所有明庁舎　３階

　　第三者委員

　当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご利用下さい。

８．その他

野　田　賢　志

　　苦情解決責任者

　　苦情受付担当者

（介護支援専門員・支援相談員）

大　澤　真　理

早　﨑　真　喜 （支援相談員）

６．禁止事項

迫　龍　二　 （管理者）

（電話 ０９５７－７７－２１２０）

にご相談下さい。また、１階喫茶室、１階談話室に備え付けられた「ご意見箱」をご利用

いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。

（支援相談員）

については、窓口として苦情受付担当者及び苦情解決責任者が勤務していますので、お気軽

　当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

（苦情受付体制）

　短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスに関する要望や苦情などの相談

７．要望及苦情等の相談

　当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますのでお気軽にご相談下さい。



①

819 円

893 円

958 円

1,017 円

1,074 円

②

902 円

979 円

1,044 円

1,102 円

1,161 円

◎ 24 円（１日につき）

◎ 240 円（１日につき）

◎ 200 円（１日につき）

◎ 90 円（１日につき）

◎ 120 円（１日につき）

◎ 120 円（１日につき）

◎ 184 円（１回につき）

◎ 275 円（１日につき）

◎ 8 円（１食につき）

◎ 518 円（１日につき）

22 円（１日につき）

◎ 18 円（１日につき）

◎

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画が、作成されますが、その際、利用者・

・要介護４

・要介護２

・要介護３

※ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）令和7年5月1日～算定

　介護老人保健施設 短期入所療養介護費 （Ⅰ－ⅳ）　＜多床室＞

・要介護１

　介護老人保健施設 短期入所療養介護費 （Ⅰ－ⅱ）　＜従来型個室＞

　（１）短期入所療養介護・基本料金

・要介護１

このサービスを提供するに当たっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、

・要介護２

・要介護３

　施設利用料（介護保険制度では要介護認定による要介護状態区分、介護保険負担割合によって、

利用料が異なります。以下は１日当たりの１割の自己負担分です。）

＜別紙２＞

１．介護保険者証の確認

おける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養

利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容に

　ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険者証を確認させていただきます。

　短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（介護予防短期入所療養介護

Ⅱ　短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）について

２．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の概要

にあっては、要支援者）の家庭等での生活を継続させるために、立案された居宅サービス

・要介護５

ついては、同意をいただくようになります。

（介護予防サービス）計画に基づき当施設を一定の期間ご利用いただき看護、医学管理の下に

３．利用料金

生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために提供されます。

・要介護４

・要介護５

※ 緊急短期入所受入対応加算（７日を上限）

※ 重度療養管理加算

※ 送迎加算（片道につき）

※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を上限）

※ 個別リハビリテーション実施加算

　（２）短期入所療養介護・加算料金

※ 夜勤職員配置加算

所定単位数 × ７５／１０００

※ 療養食加算

※ 緊急時治療管理（月に１回を限度に３日を上限）

※ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

※ 若年性認知症利用者受入加算

※ 総合医学管理加算（利用中７日を限度）

　 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）



①

632 円

778 円

②

672 円

834 円

◎ 24 円（１日につき）

◎ 240 円（１日につき）

◎ 200 円（１日につき）

◎ 90 円（１日につき）

◎ 120 円（１日につき）

◎ 120 円（１日につき）

◎ 184 円（１回につき）

◎ 275 円（１日につき）

◎ 8 円（１食につき）

◎ 518 円（１日につき）

22 円（１日につき）

◎ 18 円（１日につき）

◎

① 1,445 円（１日につき）

②

1,728 円（１日につき）

437 円（１日につき）

③ 特別な室料　　※　利用をご希望される場合にお支払いいただきます。

550 円（１日につき）

330 円（１日につき）

④ 実 費

⑤

・

・

　（ただし、食費については負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている

　 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　※　利用者が選択する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費等は別紙（利用者負担

　　説明書）をご覧下さい。

　・個室（１人部屋）

　・個室（２人部屋）

理美容代

その他の料金

　（３）介護予防短期入所療養介護・基本料金

　介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費 （Ⅰ－ⅱ）　＜従来型個室＞

・要支援１

・要支援２

・要支援１

・要支援２

　施設利用料（介護保険制度では要介護認定による要支援状態区分によって、利用料が異なり

ます。以下は１日当たりの自己負担分です）

　介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費 （Ⅰ－ⅳ）　＜多床室＞

お支払いいただきますと領収書を発行致します。

　お支払い方法は窓口現金払、銀行振込、銀行口座自動引き落としのいずれかの方法でお願い

　（６）支払い方法

　毎月７日までに前月分の請求書を発行しますので、その月の１５日までにお支払い下さい。

　滞在費（療養室の利用費）

　・従来型個室

　　滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります）

　※　上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から

　（ただし、滞在費については負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている

※ 緊急時治療管理（月に１回を限度に３日を上限）

※ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　（５）その他の料金

　　食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります）

　　３段階まで）の利用者の自己負担額については、別紙（利用者負担説明書）をご覧下さい。

　・多床室

※ 介護処遇改善加算（Ⅰ）令和7年4月より算定 所定単位数 × 75／１０００

　・朝食　４２０円　・昼食　５００円　・夕食　５２５円

　食費

　（４）介護予防短期入所療養介護・加算料金

※ 夜勤職員配置加算

※ 送迎加算（片道につき）

※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を上限）

※ 療養食加算

※ 個別リハビリテーション実施加算

※ 重度療養管理加算

※ 緊急短期入所受入対応加算（７日を上限）

※ 若年性認知症利用者受入加算

※ 総合医学管理加算（利用中７日を限度）


